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弁理士凝縮塾 

第１回                                         

 

＜保護対象＞ 

 特許法―――――発明 

 実用新案法―――考案 

 意匠法―――――意匠 

 商標法―――――商標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大まかな全体の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔デザイン〕 

意匠として保護 

〔技術〕 

発明、考案として保護 

〔ロゴ〕 

商標として保護 

発明完成 

出願 

審査 

ＯＫ？ 

登録 

特許権発生 

Ｙｅｓ 
Ｎｏ 

拒絶査定 

〔実体的要件を判断〕 

・他人の発明を勝手に出願 

していないか 

・新しい発明か 

・誰でもできるような発明じゃ 

 ないか 

・公序良俗に反しないか 

Etc. 
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弁理士凝縮塾 

 

＜発明＞ 

   ソフトウェア関連発明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許を受ける権利＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許を受ける権利発生 

（発明完成時） 

 

出願 

甲 乙 

特許を受ける 

権利をもらう 

出願 

②移転 ①自分で出願 

丙 

特許を受ける権利 

(出願人の地位)をもら

う 

③移転（出願人名義変更） 

従業員 使用者 

予約承継 

使用者に 

通常実施権 

従業者に 

対価請求権 

※注：点線は、職務発明の場合 

ソフトウェア 

ハードウェア 

モニタ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ プリンタ ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾓｼﾞｭｰﾙ 
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